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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外壁の一部となる二枚の外装パネル材が隣り合って立設され、前記二枚の外装パネル材
間に形成された目地部の構造であって、
　前記二枚の外装パネル材は、互いの対向配置によって前記目地部を形成する一対の側端
面を有し、
　前記一対の側端面には、同材質の一対の乾式目地材が夫々接着されており、
　前記一対の乾式目地材同士は、接着手段により接着されており、
　前記接着手段は、湿式シール材であり、
　前記目地部は、外壁の表面側に前記乾式目地材と前記湿式シール材との境目を有してい
ることを特徴とする外壁の目地部構造。
【請求項２】
　前記一対の乾式目地材のうち、少なくとも一方は、前記湿式シール材の表面側の少なく
とも一部を覆う表片を有することを特徴とする請求項１記載の外壁の目地部構造。
【請求項３】
　前記一対の乾式目地材のうち、少なくとも一方に形成された前記表片と他方の前記乾式
目地材との間には隙間が存在し、前記隙間及び前記表片の裏側には前記湿式シール材が充
填されており、前記表片の裏側に充填された前記湿式シール材の幅は、前記隙間に充填さ
れた前記シール材の幅よりも大きいことを特徴とする請求項２記載の外壁の目地部構造。
【請求項４】
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　前記目地部は、一対の側面部と前記一対の側面部を接続する底面部とを有し、
　前記乾式目地材は、前記表片に接続された側片を有し、
　前記側片は、前記目地部の前記側面部に沿って配置されると共に、先端が前記底面部に
当接することを特徴とする請求項３記載の外壁の目地部構造。
【請求項５】
　前記乾式目地材は、硬化した前記湿式シール材と同等の伸び性能を有していることを特
徴とする請求項１から請求項４のいずれか一項記載の外壁の目地部構造。
【請求項６】
　前記乾式目地材は、前記湿式シール材と同一の材料を硬化させて形成されていることを
特徴とする請求項１から請求項５のいずれか一項記載の外壁の目地部構造。
【請求項７】
　前記乾式目地材は透視性を有することを特徴とする請求項１～６のいずれか一項記載の
外壁の目地部構造。
【請求項８】
　前記接着手段は、前記一対の乾式目地材の対向面同士の間に配置されたホットメルト接
着材であることを特徴とする請求項１記載の外壁の目地部構造。
【請求項９】
　前記乾式目地材内には、前記乾式目地材よりも熱伝導率が高い熱伝導性部材が埋設され
ていることを特徴とする請求項８記載の外壁の目地部構造。
【請求項１０】
　前記接着手段は、前記一対の乾式目地材の側端面夫々に固着された密着材であり、前記
一対の乾式目地材同士は、前記密着材同士の密着により接着され、
　前記密着材の前記側端面に固着された側とは反対側となる密着面は、予め剥離紙で覆わ
れており、前記剥離紙を取り除いた後で他の前記密着材に密着されることを特徴とする請
求項１記載の外壁の目地部構造。
【請求項１１】
　前記乾式目地材は、前記外装パネルの表面塗装と同系統色であることを特徴とする請求
項１～６のいずれか一項記載の外壁の目地部構造。
【請求項１２】
　前記乾式目地材の表面には、前記外装パネルの表面塗装と同系統色の塗装が施されてい
ることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項記載の外壁の目地部構造。
【請求項１３】
　前記湿式シール材は、前記外装パネルの表面塗装と同系統色であることを特徴とする請
求項１１または１２記載の外壁の目地部構造。
【請求項１４】
　前記一対の乾式目地材の表面と、前記一対の乾式目地材同士の隙間から露出する湿式シ
ール材とを覆うように表面塗装が施されており、
　前記表面塗装は、前記外装パネル材の表面塗装と同系統色である、請求項１に記載の外
壁の目地部構造。
【請求項１５】
　外壁の一部となる二枚の外装パネル材が隣り合って立設され、前記二枚の外装パネル材
間に形成された目地部の構造であって、
　前記二枚の外装パネル材は、互いの対向配置によって前記目地部を形成する一対の側端
面を有し、
　前記一対の側端面には、同材質の一対の乾式目地材が夫々接着されており、
　前記一対の乾式目地材同士は、接着手段により接着されており、
　前記接着手段は、湿式シール材であり、
　前記一対の乾式目地材のうち、少なくとも一方は、前記湿式シール材の表面側の少なく
とも一部を覆う表片を有し、
　前記一対の乾式目地材のうち、少なくとも一方に形成された前記表片と他方の前記乾式
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目地材との間には隙間が存在し、前記隙間及び前記表片の裏側には前記湿式シール材が充
填されており、前記表片の裏側に充填された前記湿式シール材の幅は、前記隙間に充填さ
れた前記シール材の幅よりも大きい、外壁の目地部構造。
【請求項１６】
　前記目地部は、一対の側面部と前記一対の側面部を接続する底面部とを有し、
　前記乾式目地材は、前記表片に接続された側片を有し、
　前記側片は、前記目地部の前記側面部に沿って配置されると共に、先端が前記底面部に
当接することを特徴とする請求項１５記載の外壁の目地部構造。
【請求項１７】
　前記乾式目地材は、硬化した前記湿式シール材と同等の伸び性能を有していることを特
徴とする請求項１５または１６に記載の外壁の目地部構造。
【請求項１８】
　前記乾式目地材は、前記湿式シール材と同一の材料を硬化させて形成されていることを
特徴とする請求項１５から請求項１７のいずれか一項記載の外壁の目地部構造。
【請求項１９】
　前記乾式目地材は透視性を有することを特徴とする請求項１５～１８のいずれか一項記
載の外壁の目地部構造。
【請求項２０】
　前記乾式目地材は、前記外装パネルの表面塗装と同系統色であることを特徴とする請求
項１５～１８のいずれか一項記載の外壁の目地部構造。
【請求項２１】
　前記乾式目地材の表面には、前記外装パネルの表面塗装と同系統色の塗装が施されてい
ることを特徴とする請求項１５～１８のいずれか一項記載の外壁の目地部構造。
【請求項２２】
　前記湿式シール材は、前記外装パネルの表面塗装と同系統色であることを特徴とする請
求項２０または２１記載の外壁の目地部構造。
【請求項２３】
　外壁の一部となる二枚の外装パネル材が隣り合って立設され、前記二枚の外装パネル材
間に形成された目地部の構造であって、
　前記二枚の外装パネル材は、互いの対向配置によって前記目地部を形成する一対の側端
面を有し、
　前記一対の側端面には、同材質の一対の乾式目地材が夫々接着されており、
　前記一対の乾式目地材同士は、接着手段により接着されており、
　前記接着手段は、湿式シール材であり、
　前記一対の乾式目地材の表面と、前記一対の乾式目地材同士の隙間から露出する湿式シ
ール材とを覆うように表面塗装が施されており、
　前記表面塗装は、前記外装パネル材の表面塗装と同系統色である、外壁の目地部構造。
【請求項２４】
　互いに隣り合って立設される外壁の一部を構成する二枚の外装パネル材間に形成される
目地部の施工方法であって、
　前記二枚の外装パネル材における、前記目地部が形成される予定の一対の側端面に、同
材質の一対の乾式目地材を夫々接着する工程と、
　前記一対の乾式目地材が夫々接着された前記二枚の外装パネル材を前記目地部が形成さ
れるように立設する工程と、
　前記外壁の表面側に前記乾式目地材と湿式シール材との境目ができるように、立設され
た前記二枚の外装パネル材間の前記目地部において前記一対の乾式目地材同士を前記湿式
シール材によって接着する工程と、を備える、目地部の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、外壁の一部となる二枚の外装パネル材間の目地部に形成される目地部構造に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　外壁パネルなどの外装パネル材間の目地部に形成される構造として、湿式シール材を目
地部に打設する湿式工法による目地部構造と、乾式目地材（例えば、乾式ガスケット）を
目地部に装着する乾式工法による目地部構造とが一般的に知られている。しかし湿式工法
は天候に左右されて工期が長くかかるという欠点がある。また乾式工法は乾式目地材のみ
で完全な止水性を確保することが困難であり、下地に防水シートを入れて二重防水構造に
する等の配慮が必要となり、費用がかかるうえに、経年劣化した防水シートの交換が困難
という欠点があった。
【０００３】
　そこで上記各工法の欠点を解決するために、例えば特許文献１に記載のように、湿式シ
ール材を打設して、その上から乾式目地材を装着するという混合工法によって形成される
外壁の目地部構造が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－７６８８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記混合工法では、建築現場で装着される乾式目地材が外壁パネルに接
着されているわけではないので、将来的に、乾式目地材の変形等により外壁パネルなどの
外装パネル材と乾式目地材と間に隙間が生じて美観を損ね易く、その隙間から雨水や埃塵
等が入り込み、長期間では、その雨水が埃塵等とともに流れ出て外壁が汚れたりする問題
がある。
【０００６】
　本発明は、以上の課題を解決することを目的としており、乾式目地材と外装パネル材と
の間の隙間を接着によって塞ぐことで、目地部の止水性を確保し、外壁の外装パネル材と
乾式目地材との隙間から流れ出る雨水による汚れを効果的に抑止できる外壁の目地部構造
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決すべく、本発明は、外壁の一部となる二枚の外装パネル材が隣り合って
立設され、二枚の外装パネル材間に形成された目地部の構造であって、二枚の外装パネル
材は、互いの対向配置によって目地部を形成する一対の側端面を有し、一対の側端面には
、同材質の一対の乾式目地材が夫々接着されており、一対の乾式目地材同士は、接着手段
により接着されていることを特徴とする外壁の目地部構造である。
【０００８】
　本発明では、二枚の外装パネル材の側端面に、夫々乾式目地材が接着されている。つま
り、本発明では、乾式目地材同士は分離していることを前提とするので、夫々の乾式目地
材を予め外装パネル材の側端面に接着した状態で準備できる。従って、現場施工にて乾式
目地材を目地部に装着する従来の目地部構造に比べ、乾式目地材と外装パネル材との間に
隙間が生じることを抑止でき、結果として、隙間を効果的に塞ぐことができる。更に、一
対の乾式目地材は同材質であるため、異質の乾式目地材同士を接着する場合に比べ、接着
手段によって両者を信頼性高く接着し易くなり、目地部の止水性を確保できる。その結果
、乾式目地材と外装パネル材との間に隙間が生じて美観を損ねたり、隙間から雨水や埃塵
等が入り込み、長期間では、その雨水が埃塵等とともに流れ出て外壁が汚れたりする問題
を防止することができる。
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【０００９】
　また、上記の接着手段として湿式シール材を用いると、乾式目地材の形状（乾式目地材
同士の間の空間の形状）のバリエーションに対応させることが容易であり、湿式シール材
を充填して乾式目地材同士の接着を確実に行うことができ、止水性の向上も見込めるので
好ましい。
【００１０】
　また、一対の乾式目地材のうち、少なくとも一方は、湿式シール材の表面側の少なくと
も一部を覆う表片を有すると好適である。表片で覆うことで、湿式シール材の表面側の露
出面が減り、露出面の硬化に必要な養生期間を短縮できる。
【００１１】
　また、一対の乾式目地材のうち、少なくとも一方に形成された表片と他方の乾式目地材
との間には隙間が存在し、隙間及び表片の裏側には湿式シール材が充填されており、表片
の裏側に充填された湿式シール材の幅は、隙間に充填されたシール材の幅よりも大きいと
好適である。例えば、外装パネル材を建物の層間変位に追従してロッキングする工法で施
工した場合、二枚の外装パネル材の対向する側端面間の相対的変位に起因して湿式シール
材がせん断変形する。そして、この変位が過大な場合、表片の隙間に充填された湿式シー
ル材には亀裂が生じる恐れがあるが、表片の裏側には隙間の湿式シール材の幅よりも幅が
大きく、変位に対する追従性が高い湿式シール材が存在し、亀裂がこの幅の大きな湿式シ
ール材まで達し難いので、止水性を確保することができる。
【００１２】
　また、目地部は、一対の側面部と一対の側面部を接続する底面部とを有し、乾式目地材
は、表片に接続された側片を有し、側片は、目地部の側面部に沿って配置されると共に、
先端が底面部に当接すると好適である。補修等により湿式シール材を外装パネルから除去
する必要が生じた場合であっても、湿式シール材が側面部に接着されないので、除去作業
が容易となる。
【００１３】
　また、乾式目地材は、硬化した湿式シール材と同等の伸び性能を有していると、建物が
層間変位した際の外装パネルの変位に対して、目地部構造としての追従性を高めることが
できる。
【００１４】
　また、乾式目地材は、湿式シール材と同一の材料を硬化させて形成されていると、乾式
目地材と湿式シール材との付着性を容易に確保できるので好適である。さらに、乾式目地
材と湿式シール材との境目が目立ちにくく、美観上も好ましい。
【００１５】
　また、乾式目地材は透視性を有すると、接着手段である湿式シール材等が適切な範囲に
充填されたことを外側から視認できるので安定した品質の確保に有効である。
【００１６】
　また、接着手段は、一対の乾式目地材の対向面同士の間に配置されたホットメルト接着
材であると好適である。熱風ガンや電磁加熱機などの加熱装置を使用してホットメルト接
着材を溶かし、乾式目地材の対向面を密着させることができるので、簡易に目地部の止水
性を確保することができる。
【００１７】
　また、乾式目地材内には、乾式目地材よりも熱伝導率が高い熱伝導性部材が埋設されて
いると好適である。熱伝導性部材を加熱装置により温度上昇させ、ホットメルト接着材を
溶かして乾式目地材の対向面を密着させることができるので、湿式シール材を使用するこ
となく、簡易に目地部の止水性を確保することができる。
【００１８】
　また、接着手段は、一対の乾式目地材の側端面夫々に固着された密着材であり、一対の
乾式目地材同士は、密着材同士の密着により接着される。また、密着材の側端面に固着さ
れた側とは反対側となる密着面は、予め剥離紙で覆われており、剥離紙を取り除いた後で
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他の密着材に密着されると好適である。剥離紙を除去して密着材の密着面同士を密着させ
、その結果、乾式目地材同士の接着が可能になるので、湿式シール材を使用することなく
簡易に目地部の止水性を確保することができる。
【００１９】
　また、乾式目地材は、外装パネルの表面塗装と同系統色であってもよい。また、乾式目
地材の表面には、外装パネルの表面塗装と同系統色の塗装が施されていてもよい。これら
の構成によれば、外壁全体に一体感を与えることができる。また、湿式シール材は、外装
パネルの表面塗装と同系統色であってもよい。この場合、外壁１００全体に、さらに一体
感を与えることができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、乾式目地材と外装パネル材との間の隙間を塞ぎながら目地部の止水性
を確保でき、外壁の汚れを効果的に抑止できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態に係る外壁を示す斜視図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る目地部構造を拡大して示す断面図である。
【図３】目地部構造を外壁の表面側から見た正面図であり、（ａ）は第１実施形態に係る
目地部構造であり、（ｂ）は第２実施形態に係る目地部構造である。
【図４】本発明の第３実施形態に係る目地部構造を拡大して示す断面図である。
【図５】本発明の第４実施形態に係る目地部構造を拡大して示す断面図である。
【図６】本発明の第５実施形態に係る目地部構造を拡大して示す断面図である。
【図７】本発明の第６実施形態に係る目地部構造を拡大して示す断面図である。
【図８】本発明の第７実施形態に係る目地部構造を拡大して示す断面図である。
【図９】本発明の第８実施形態に係る目地部構造を拡大して示す断面図であり、（ａ）は
ホットメルト接着材を溶かす前の状態を示す断面図であり、（ｂ）はホットメルト接着材
を溶かして一対の乾式目地材同士が接着された状態を示す断面図である。
【図１０】本発明の第８実施形態に係る目地部構造の乾式目地材の内部に埋め込まれた鋼
板を示す斜視図である。
【図１１】本発明の第９実施形態に係る目地部構造を拡大して示す断面図であり、（ａ）
は剥離紙を剥がす前の状態を示す断面図であり、（ｂ）は剥離紙を剥がして一対の乾式目
地材同士が接着された状態を示す断面図である。
【図１２】縦目地に横目地が接続する部分の目地部構造を拡大して示す正面図である。
【図１３】縦目地と横目地とが交差する部分の目地部構造を拡大して示す正面図である。
【図１４】本発明の第１０実施形態に係る目地部構造を拡大して示す断面図である。
【図１５】縦目地に横目地が接続する部分の目地部構造を拡大して示す正面図である。
【図１６】本発明の第１１実施形態に係る目地部構造を拡大して示す断面図である。
【図１７】本発明の第１２実施形態に係る目地部構造を拡大して示す断面図である。
【図１８】本発明の第１３実施形態に係る目地部構造を拡大して示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、
以下の説明において、同一要素又は同一機能を有する要素には、同一符号を用いることと
し、重複する説明は適宜に省略する。
【００２３】
　建物の外壁１００（図１参照）の一部、あるいは全部は、例えば、外壁パネル１Ａ、あ
るいは開口サッシ枠１Ｂなどの窓枠（図１２、図１３参照）を複数並設したり、窓枠に外
壁パネル１Ａを上下、左右に隣接して設けたりすることで形成される。外壁パネル１Ａや
窓枠などの外壁１００を形成する面状の部材は、外装パネル材に相当する。ここで、外壁
パネル１Ａに関して、プレキャスト鉄筋コンクリート（ＰＣ）板、軽量気泡コンクリート
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（ＡＬＣ）板、金属製カーテンウォール等が想定されるが、以下の実施形態では、ＡＬＣ
パネルを想定した外壁パネル１Ａを例に説明する。
（第１、第２実施形態）
【００２４】
　まず、第１実施形態に係る目地部構造２Ａについて説明する。図１に示されるように、
複数の外壁パネル１Ａを立設して面状に並べることで、隣り合う外壁パネル１Ａ同士の間
に目地部１０が形成される。具体的には、外壁パネル１Ａの小口面（側端面）１ａ（図２
参照）における表面側の隅角部には、長手方向に沿って切欠きが施されており、小口面１
ａ同士が対向配置されることにより、表面側に溝を有する目地部１０が形成されている。
なお、以下の説明において「表面側」とは、外壁１００の屋外に面する側を想定しており
、特に、目地部１０が形成されている側を意図する。
【００２５】
　図２に示されるように、目地部１０は、一対の側面部１１と、一対の側面部１１を接続
する底面部１２とを有する。底面部１２は、外壁１００の表面（目地部が形成された面側
）に対して奥側となる部分である。一対の側面部１１は底面部１２を挟んで対称な形状で
あり、底面部１２に対して略垂直に立ち上がる垂直面１１ｂと、垂直面１１ｂから外壁１
００の表面にかけて目地部１０の幅が拡大するように傾斜した傾斜面１１ａとを有する。
【００２６】
　外壁パネル１Ａの小口面１ａには、予め乾式目地材３Ａが接着されている。具体的には
、工場において、目地部１０となる側面部１１の垂直面１１ｂにプライマー（以下、「下
地層」）５が塗布され、この下地層５に乾式目地材３Ａが接着されている。
【００２７】
　乾式目地材３Ａは、目地部１０の長手方向の寸法に合わせて形成された長尺部材である
。また、乾式目地材３Ａは、断面略Ｌ字状であり、下地層５を介して垂直面１１ｂに接着
される側片３ａと、側片３ａから屈曲する表片３ｂとを有する。側片３ａは、垂直面１１
ｂに沿って配置されて垂直面１１ｂに接着され、先端（表片３ｂが設けられていない側の
端部）は底面部１２に当接する。また、表片３ｂは、側片３ａの先端とは反対となる側、
つまり外壁パネル１Ａの表面側に配置される。
【００２８】
　外壁パネル１Ａと乾式目地材３Ａは異なる材質を有するので、その接着に際しては品質
確保の為に十分な管理が必要となる。したがって、外壁パネル１Ａの小口面１ａに乾式目
地材３Ａを接着するタイミングについては、建築現場ではなく、品質管理がしやすく、天
候の影響も受けない工場等で予め接着しておく方が有利である。しかしながら、建築現場
での接着も可能であり、この場合、外壁パネル１Ａを建物躯体の所定位置に取り付ける前
に、予め外壁パネル１Ａの小口面１ａに乾式目地材３Ａを接着しておけば足りる。外壁パ
ネル１Ａを建築躯体の所定位置に取り付ける前、換言すれば外壁パネル１Ａの間に狭隘な
目地部１０が形成される前であれば、接着作業も接着作業の確認も行い易くなり、高い接
着品質が確保できる。
【００２９】
　一方で、一対の乾式目地材３Ａは同材質であり、接着にあたっては、異なる材質ほどの
管理を行なくとも高い品質を確保しやすい。
【００３０】
　二枚の外壁パネル１Ａを所定位置に立設し、隣り合うように並べて取り付けると、上述
の通り、目地部１０が形成される。目地部１０には、予め乾式目地材３Ａが接着されてい
るので、目地部１０内では、隣り合う外壁パネル１Ａの各乾式目地材３Ａ同士が対向配置
される。本実施形態の場合、目地部１０の底面部１２側の空間Ｓｐを表面側から覆うよう
に表片３ｂが配置されており、対向する表片３ｂ同士の間に隙間Ｓが形成される。
【００３１】
　図３（ａ）は、本実施形態に係る目地部構造２Ａを外壁１００の表面側から見た正面図
である。図２、及び図３（ａ）に示されるように、表片３ｂ同士の隙間Ｓから表片３ｂの
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裏側に向けて湿式シール材（「接着手段」の一例）４が注入打設（充填）される。湿式シ
ール材４の充填により、互いに離間している乾式目地材３Ａ同士が接着されて一体となり
、その結果、目地部１０の隙間が塞がれ、止水性が確保される。ここで、湿式シール材４
は、表片３ｂの裏側の空間Ｓｐを埋めると共に表片３ｂ同士の間の隙間Ｓも埋める。そし
て、表片３ｂの裏側の空間Ｓｐに充填された湿式シール材４の幅Ｄ、つまり隣り合う外壁
パネル１Ａの対向する方向での距離は、隙間Ｓに充填された湿式シール材４の幅ｄよりも
大きくなっている。
【００３２】
　図３（ｂ）は、第２実施形態に係る目地部構造の正面図である。第２実施形態に係る目
地部構造２Ｂは、基本的に第１実施形態に係る目地部構造２Ａに共通するので、相違点の
みを中心に説明し、共通する要素や構造については同一の符号を付して詳細な説明は省略
する。
【００３３】
　目地部構造２Ｂでは、乾式目地材３Ａの表片３ｂ同士は互いに突き当てられている。ま
た、表片３ｂには、目地部１０の長手方向の適宜な箇所に湿式シール材４を充填するため
の複数の挿入口６が設けられている。挿入口６は、目地部１０の長手方向に沿った全体に
わたって設けられていても良いし、部分的にまとめるように設けられていてもよい。挿入
口６が第１実施形態の隙間Ｓに相当し、挿入口６に充填された湿式シール材４の幅ｄ（径
）よりも、表片３ｂの裏側の空間Ｓｐに充填された湿式シール材４の幅Ｄの方が大きくな
っている。
【００３４】
　なお、この目地部構造２Ｂでは、対向する表片３ｂそれぞれに半円形の溝を設け、この
溝同士が協働して一つの挿入口６を形成しているが、形状は円形に限定されず、長溝や矩
形などであってもよい。更に、表片３ｂの両方ではなく、一方にのみ挿入口６を形成した
り、各表片３ｂの挿入口６として形成した溝が互いにずれていたりしてもよい。なお、挿
入口６が円形以外の場合、挿入口６の幅ｄは、表片３ｂの裏側に充填された湿式シール材
４の幅Ｄと対比すべく、外壁パネル１Ａの対向する方向での距離のうちで最も大きい部分
を意味する。
【００３５】
　次に乾式目地材３Ａと湿式シール材４の材料について説明する。対向する一対の乾式目
地材３Ａは、湿式シール材４との相性を考慮する必要がある。更に、一対の乾式目地材３
Ａ同士が異なる材質であると、それぞれとの接着性を考慮する必要があって湿式シール材
４の選択の幅が狭くなるので、一対の乾式目地材３Ａは、同じ材質となる。
【００３６】
　例えば、乾式目地材３Ａは、ウレタン、アクリル、ポリサルファイド、シリコーン、変
性シリコーン等の材料を用い、断面Ｌ字状の所定の形状となるように形成される。また、
乾式目地材３Ａは、ＥＰＤＭ、ネオプレンゴム、またはブチルゴム、塩ビ系エラストマー
、ＴＰＯ系（オレフィン系）エラストマー、クロロプレン系エラストマー、クロロスルフ
ォン化ポリエチレンエラストマー、ＳＲ系（スチレン系）エラストマー、ウレタン等の合
成ゴム系等で形成してもよい。
【００３７】
　また、乾式目地材３Ａは、硬化した湿式シール材４と同等の伸び性能を有していると、
建物が層間変位した際の外壁パネル１Ａの変位に対して、目地部構造としての追従性を高
めることができる。
【００３８】
　また、乾式目地材３Ａは、湿式シール材４と同一の材料を硬化させて形成されていると
、乾式目地材３Ａと湿式シール材４との付着性を容易に確保できるので好適である。さら
に、乾式目地材３Ａと湿式シール材４との境目が目立ちにくく、美観上も好ましい。
【００３９】
　また、乾式目地材３Ａとしては、透明や半透明などの透視性を有する材質とすると好適
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である。乾式目地材３Ａが透視性を有することで、湿式シール材４が適切な範囲に充填さ
れたことを外側から視認できるので安定した品質の確保に有効である。
【００４０】
　湿式シール材４は、流体状で所定の場所に充填可能であり、乾式目地材３Ａに接着され
て乾式目地材３Ａ同士を確実に接着できる材料を広く採用できる。例えば、湿式シール材
４は、乾式目地材３Ａの材料候補としても説明したウレタン系、アクリル系、ポリサルフ
ァイド系、シリコーン系、変性シリコーン系等の材料を利用できる。
【００４１】
　目地部１０に接着された乾式目地材３Ａの隙間に湿式シール材４を充填した後、湿式シ
ール材４が硬化することで目地部構造２Ａ、２Ｂが形成される。さらに、外壁パネル１Ａ
及び目地部構造２Ａ、２Ｂの上から防水性を有する塗料などが吹き付けられて仕上げ処理
が施される。
【００４２】
　上記の実施形態に係る目地部構造２Ａ、２Ｂでは、二枚の外壁パネル１Ａの小口面１ａ
に、夫々乾式目地材３Ａが接着されている。つまり、これらの目地部構造２Ａ、２Ｂでは
、乾式目地材３Ａ同士は分離していることを前提とするので、夫々の乾式目地材３Ａを予
め外壁パネル１Ａの小口面１ａに接着した状態で準備できる。従って、現場施工にて乾式
目地材を目地部に装着する従来の目地部構造に比べ、乾式目地材３Ａと外壁パネル１Ａと
の間に隙間が生じることを抑止でき、結果として、その隙間を効果的に塞ぐことができる
。更に、一対の乾式目地材３Ａは同材質であるため、異質の乾式目地材３Ａ同士を接着す
る場合に比べ、湿式シール材４によって両者を信頼性高く接着し易くなり、目地部１０の
止水性を確保できる。その結果、乾式目地材３Ａと外壁パネル１Ａとの間に隙間が生じて
美観を損ねたり、隙間から雨水や埃塵等が入り込み、長期間ではその雨水が埃塵等ととも
に流れ出て外壁１００が汚れたりする問題を防止することができる（実施形態の第１の効
果）。
【００４３】
　また、乾式目地材３Ａを接着する接着手段として湿式シール材４を用いるので、乾式目
地材３Ａの形状（乾式目地材３Ａ同士の間の空間の形状）のバリエーションに対応させる
ことが容易であり、湿式シール材４を充填して乾式目地材３Ａ同士の接着を確実に行うこ
とができ、止水性の向上も見込めるので好ましい（実施形態の第２の効果）。
【００４４】
　また、乾式目地材３Ａは表片３ｂを有し、この表片３ｂで、湿式シール材４の表面側の
少なくとも一部を覆うので、湿式シール材４の表面側の露出面が減り、露出面の硬化に必
要な養生期間を短縮できる（実施形態の第３の効果）。
【００４５】
　また、例えば、外壁パネル１Ａを建物の層間変位に追従してロッキングする工法で施工
した場合、二枚の外壁パネル１Ａの対向する小口面１ａ間の相対的変位に起因して湿式シ
ール材４がせん断変形する。そして、この変位が過大な場合、表片３ｂの隙間Ｓに充填さ
れた湿式シール材４には亀裂が生じる恐れがあるが、表片３ｂの裏側には隙間Ｓの湿式シ
ール材４の幅ｄよりも幅Ｄが大きく、変位に対する追従性が高い湿式シール材４が存在し
、亀裂がこの幅Ｄの大きな湿式シール材４まで達し難いので、止水性を確保することがで
きる。（実施形態の第４の効果）。
【００４６】
　なお、上記の目地部構造２Ａ、２Ｂでは、一対の乾式目地材３Ａの両方に表片３ｂが設
けられていたが、一方にのみ表片３ｂを設けることもできる。この場合、例えば、一方の
乾式目地材３Ａの表片３ｂと他方の乾式目地材３Ａの側片３ａとの間に隙間Ｓ（または挿
入口６）が形成される。そして表片３ｂの裏側に充填された湿式シール材４の幅Ｄを、隙
間Ｓ（または挿入口６）に充填された湿式シール材４の幅ｄよりも大きくすることで上記
の第４の効果に相当する効果を期待できる。
【００４７】
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　また、乾式目地材３Ａに設けられた側片３ａは、目地部１０の側面部１１に沿って配置
されると共に、先端が底面部１２に当接している。つまり、補修等により湿式シール材４
を外装パネルから除去する必要が生じた場合であっても、湿式シール材４が側面部１１に
接着されないので、除去作業が容易となる（実施形態の第５の効果）。
【００４８】
　なお、この第５の効果（除去作業の容易性）を優先し、例えば、乾式目地材３Ａを略Ｌ
字状ではなく、略Ｃ字状にして表片３ｂに対向する第３の片を設け、この第３の片を目地
部１０の底面部１２に当接するように設けることもできる。逆に、乾式目地材３Ａの体積
を小さくするために、側片３ａを第１、及び第２実施形態に係る側片３ａよりも短くし、
側辺の先端が目地部１０の底面部１２が当接しない態様とすることもできる。
【００４９】
　以上、第１、第２の実施形態に係る目地部構造２Ａ、２Ｂについて説明したが、これら
の目地部構造２Ａ、２Ｂの変形例として、例えば、目地部１０の側面部１１のみにプライ
マー処理を施して下地層５を形成するのではなく、湿式シール材４に接着される乾式目地
材３Ａの表面にプライマー処理を施して下地層５を形成してもよい。また、表片３ｂの裏
側のみに湿式シール材４を充填し、隙間Ｓや挿入口６に湿式シール材４を充填しないよう
にすることもできる。
（第３実施形態）
【００５０】
　次に、図４を参照して第３実施形態に係る目地部構造２Ｃについて説明する。なお、第
３実施形態に係る目地部構造２Ｃでは、第１、第２実施形態に係る目地部構造２Ａ、２Ｂ
との相違点を中心に説明し、同様の要素や構造については同一の符号を付して詳細な説明
を省略する。
【００５１】
　外壁パネル１Ａの目地部１０となる側面部１１の垂直面１１ｂには、プライマー処理が
施されて下地層５が形成され、この下地層５に乾式目地材３Ｃが接着されている。乾式目
地材３Ｃは断面矩形の長尺部材である。一対の乾式目地材３Ｃ同士の間には湿式シール材
４を充填するための隙間があり、更に、乾式目地材３Ｃと目地部１０の底面部１２との間
には湿式シール材４が充填される空間Ｓｐが存在する。第３実施形態に係る目地部構造２
Ｃでは、上記の第１、第２の効果に対応した効果を奏する。
【００５２】
　また、第３実施形態に係る目地部構造２Ｃでは、乾式目地材３Ｃ全体が表片として機能
して湿式シール材４の表面側の少なくとも一部を覆うので、上記の第３の効果に対応した
効果を奏する。
【００５３】
　また、乾式目地材３Ｃの裏側の空間Ｓｐに充填された湿式シール材４の幅Ｄは、乾式目
地材３Ｃ同士の間の隙間Ｓに充填された湿式シール材４の幅ｄよりも大きいので、上記の
第４の効果に対応した効果を奏する。
【００５４】
　なお、第３実施形態に係る目地部構造２Ｃの変形例として、第２実施形態に係る目地部
構造２Ｂのように、乾式目地材３Ｃ同士を互いに当接させ、隙間Ｓの代わりに挿入口６を
形成する態様にすることもできる。また、目地部１０の側面部１１のみにプライマー処理
を施して下地層５を形成するのではなく、湿式シール材４に接着される乾式目地材３Ｃの
表面にプライマー処理を施して下地層５を形成してもよい。
【００５５】
　また、第３実施形態に係る目地部構造２Ｃの変形例として、乾式目地材３Ｃを目地部１
０の底面部１２に当接させ、乾式目地材３Ｃを底面部１２との間に空間Ｓｐを設けない態
様とすることができる。この変形例の場合、上記の第４の効果は期待できなくなるが、代
わりに第５の効果を期待できる。
（第４実施形態）
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【００５６】
　次に、図５を参照して第４実施形態に係る目地部構造２Ｄについて説明する。なお、第
４実施形態に係る目地部構造２Ｄでは、第１－３実施形態に係る目地部構造２Ａ－２Ｃと
の相違点を中心に説明し、同様の要素や構造については同一の符号を付して詳細な説明を
省略する。
【００５７】
　外壁パネル１Ａの目地部１０となる側面部１１の垂直面１１ｂには、プライマー処理が
施されて下地層５が形成され、この下地層５に乾式目地材３Ｄが接着されている。乾式目
地材３Ｄは長尺部材であり、断面形状は基本的に略矩形であるが、一対の乾式目地材３Ｄ
同士の対向面には、複数の窪み部３ｄが形成されて凹凸面になっている。ここでは三角形
状の窪み部３ｄを例示するが、窪み部３ｄの形状は半円形、その他の形状であっても良い
。また、一対の乾式目地材３Ｄ同士の間には湿式シール材４を充填するための隙間Ｓがあ
り、更に、乾式目地材３Ｄと目地部１０の底面部１２との間には湿式シール材４が充填さ
れる空間Ｓｐが存在する。
【００５８】
　第４実施形態に係る目地部構造２Ｄでは、上記の第１、第２の効果に対応した効果を奏
する。特に、第４実施形態に係る目地部構造２Ｄでは、乾式目地材３Ｄに窪み部３ｄが形
成されて意図的な凹凸面が形成されるので、湿式シール材４と乾式目地材３Ｄとが強固に
結びついて接着性が向上する（実施形態の第６の効果）。
【００５９】
　また、第４実施形態に係る目地部構造２Ｄでは、乾式目地材３Ｄ全体が表片として機能
して湿式シール材４の表面側の少なくとも一部を覆うので、上記の第３の効果に対応した
効果を奏する。
【００６０】
　また、乾式目地材３Ｄの裏側の空間Ｓｐに充填された湿式シール材４の幅Ｄは、乾式目
地材３Ｄ同士の間の隙間Ｓに充填された湿式シール材４の幅ｄよりも大きいので、上記の
第４の効果に対応した効果を奏する。
【００６１】
　なお、第４実施形態に係る目地部構造２Ｄの変形例として、第２実施形態に係る目地部
構造２Ｂのように、乾式目地材３Ｄ同士を互いに当接させ、隙間Ｓの代わりに挿入口６を
形成する態様にすることもできる。また、目地部１０の側面部１１のみにプライマー処理
を施して下地層５を形成するのではなく、湿式シール材４に接着される乾式目地材３Ｄの
表面にプライマー処理を施して下地層５を形成してもよい。
（第５実施形態）
【００６２】
　次に、図６を参照して第５実施形態に係る目地部構造２Ｅについて説明する。なお、第
５実施形態に係る目地部構造２Ｅでは、第１－４実施形態に係る目地部構造２Ａ－２Ｄと
の相違点を中心に説明し、同様の要素や構造については同一の符号を付して詳細な説明を
省略する。
【００６３】
　外壁パネル１Ａの目地部１０となる側面部１１の垂直面１１ｂには、プライマー処理が
施されて下地層５が形成され、この下地層５に乾式目地材３Ｅが接着されている。乾式目
地材３Ｅは長尺部材であり、断面形状は基本的に略矩形であるが、一対の乾式目地材３Ｅ
同士の対向面には、断面半円形の凹部３ｆが形成されている。この凹部３ｆは、半円形に
限定されず、その他の形状であっても良い。また、乾式目地材３Ｅは目地部１０の底面部
１２に当接しており、乾式目地材３Ｅと目地部１０の底面部１２との間には、実質的に湿
式シール材４が充填される空間Ｓｐは形成されていない。
【００６４】
　第５実施形態に係る目地部構造２Ｅでは、上記の第１、第２の効果に対応した効果を奏
する。また、乾式目地材３Ｅは目地部１０の底面部１２に当接するので、上記の第５の効
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果に対応する効果を期待できる。
【００６５】
　また、第５実施形態に係る目地部構造２Ｅでは、乾式目地材３Ｅの凹部３ｆに湿式シー
ル材４が充填されることで、凹部３ｆの表面側の部分を形成する部位が、湿式シール材４
の表面側の少なくとも一部を覆う表片３ｇとなる。従って、第５実施形態に係る目地部構
造２Ｅでは、上記の第３の効果に対応した効果を奏する。
【００６６】
　また、表片３ｇの裏側に充填された湿式シール材４の幅Ｄは、表片３ｇ同士の間の隙間
Ｓに充填された湿式シール材４の幅ｄよりも大きいので、上記の第４の効果に対応した効
果を奏する。
【００６７】
　なお、第５実施形態に係る目地部構造２Ｅの変形例として、第２実施形態に係る目地部
構造２Ｂのように、乾式目地材３Ｅ同士を互いに当接させ、隙間Ｓの代わりに挿入口６を
形成する態様にすることもできる。また、目地部１０の側面部１１のみにプライマー処理
を施して下地層５を形成するのではなく、湿式シール材４に接着される乾式目地材３Ｅの
表面にプライマー処理を施して下地層５を形成してもよい。
【００６８】
　また、第５実施形態に係る目地部構造２Ｅは、乾式目地材３Ｅを目地部１０の底面部１
２に当接させ、乾式目地材３Ｅを底面部１２との間に隙間を設けない態様としており、第
５の効果を期待できる。
（第６実施形態）
【００６９】
　次に、図７を参照して第６実施形態に係る目地部構造２Ｆについて説明する。なお、第
６実施形態に係る目地部構造２Ｆでは、第１－５実施形態に係る目地部構造２Ａ－２Ｅと
の相違点を中心に説明し、同様の要素や構造については同一の符号を付して詳細な説明を
省略する。
【００７０】
　外壁パネル１Ａの目地部１０となる側面部１１の垂直面１１ｂには、プライマー処理が
施されて下地層５が形成され、この下地層５に乾式目地材３Ｆが接着されている。乾式目
地材３Ｆは長尺部材であり、断面形状は基本的に略矩形であるが、一対の乾式目地材３Ｆ
同士の対向面には、複数の窪み部３ｄが形成されて凹凸面になっている。ここでは三角形
状の窪み部３ｄを例示するが、窪み部３ｄの形状は半円形、その他の形状であっても良い
。また、乾式目地材３Ｆは目地部１０の底面部１２に当接しており、乾式目地材３Ｆと目
地部１０の底面部１２との間には、実質的に湿式シール材４が充填される空間Ｓｐは形成
されていない。
【００７１】
　第６実施形態に係る目地部構造２Ｆでは、上記の第１、第２の効果に対応した効果を奏
する。特に、第６実施形態に係る目地部構造２Ｆでは、乾式目地材３Ｆに窪み部３ｄが形
成されて意図的な凹凸面が形成されるので、上記の第６の効果に対応した効果を期待でき
る。また、乾式目地材３Ｆは目地部１０の底面部１２に当接するので、上記の第５の効果
に対応する効果を期待できる。
【００７２】
　なお、第６実施形態に係る目地部構造２Ｆの変形例として、第２実施形態に係る目地部
構造２Ｂのように、乾式目地材３Ｆ同士を互いに当接させ、隙間Ｓの代わりに挿入口６を
形成する態様にすることもできる。また、目地部１０の側面部１１のみにプライマー処理
を施して下地層５を形成するのではなく、湿式シール材４に接着される乾式目地材３Ｆの
表面にプライマー処理を施して下地層５を形成してもよい。
（第７実施形態）
【００７３】
　次に、図８を参照して第７実施形態に係る目地部構造２Ｇについて説明する。なお、第
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７実施形態に係る目地部構造２Ｇでは、第１－６実施形態に係る目地部構造２Ａ－２Ｆと
の相違点を中心に説明し、同様の要素や構造については同一の符号を付して詳細な説明を
省略する。
【００７４】
　外壁パネル１Ａの目地部１０となる側面部１１の垂直面１１ｂには、プライマー処理が
施されて下地層５が形成され、この下地層５に乾式目地材３Ｇが接着されている。
【００７５】
　乾式目地材３Ｇは、長尺部材で、断面略Ｃ字状であり、下地層５を介して垂直面１１ｂ
に接着される側片３ａと、側片３ａから屈曲する表片３ｂと、表片３ｂに対向して側片３
ａから屈曲する底片３ｃとを有する。側片３ａは、垂直面１１ｂに沿って配置されて垂直
面１１ｂに接着され、底片３ｃは、底面部１２に当接する。側片３ａ、表片３ｂ、底片３
ｃにより三方から囲まれた領域は、表片３ｂの裏側で湿式シール材４が充填される空間Ｓ
ｐとなる。
【００７６】
　第７実施形態に係る目地部構造２Ｇでは、上記の第１、第２、第３、第４の効果に対応
した効果を奏する。また、乾式目地材３Ｇは目地部１０の底面部１２に当接するので、上
記の第５の効果に対応する効果を期待できる。
【００７７】
　なお、第７実施形態に係る目地部構造２Ｇの変形例として、第２実施形態に係る目地部
構造２Ｂのように、乾式目地材３Ｇ同士を互いに当接させ、隙間Ｓの代わりに挿入口６を
形成する態様にすることもできる。また、目地部１０の側面部１１のみにプライマー処理
を施して下地層５を形成するのではなく、湿式シール材４に接着される乾式目地材３Ｇの
表面にプライマー処理を施して下地層５を形成してもよい。
（第８実施形態）
【００７８】
　次に、図９、図１０を参照して第８実施形態に係る目地部構造２Ｈについて説明する。
なお、第８実施形態に係る目地部構造２Ｈでは、第１－７実施形態に係る目地部構造２Ａ
－２Ｇとの相違点を中心に説明し、同様の要素や構造については同一の符号を付して詳細
な説明を省略する。
【００７９】
　外壁パネル１Ａの目地部１０となる側面部１１の垂直面１１ｂには、プライマー処理が
施されて下地層５が形成され、この下地層５に乾式目地材３Ｈが接着されている。乾式目
地材３Ｈは断面矩形の長尺部材であり、乾式目地材３Ｈは目地部１０の側面部１１のみな
らず、底面部１２にも当接している。
【００８０】
　また、乾式目地材３Ｈは、上記の各実施形態と同種の材料からなり、この乾式目地材３
Ｈ内に鋼板（「熱伝導部材」の一例）３ｍが埋め込まれている。鋼板３ｍは断面略Ｃ字状
であり、乾式目地材３Ｈに対応した長尺部材である（図１０参照）。鋼板３ｍには、乾式
目地材３Ｈとの間で肌別れが生じないように複数の孔３ｎが形成され、両者の一体性が維
持し易くなっている。
【００８１】
　一対の乾式目地材３Ｈの互いの対向面には、予めホットメルト接着材（「接着手段」の
一例）７が塗布されている。ホットメルト接着材７としては、例えば、ウレタン系の接着
剤を用いることができる。
【００８２】
　現場にて目地部構造２Ｈを形成する際には、ホットメルト接着材７が接するように、一
対の乾式目地材３Ｈ同士を互いに突き合せる（図９（ａ）参照）。次に、電磁加熱機など
の加熱装置８にて鋼板３ｍを温度上昇させ、その結果として乾式目地材３Ｈを加熱し、ホ
ットメルト接着材７を溶かす。その後、ホットメルト接着材が硬化することで、一対の乾
式目地材３Ｈの対向面同士の間に配置されたホットメルト接着材７を介しての接着が完了
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する。また、加熱装置８として、熱風ガンを使用してホットメルト接着材７を溶かしても
よい。
【００８３】
　本実施形態によれば、上記の第１、第５の効果に対応する効果を期待できる。また、本
実施形態では、乾式目地材３Ｈ内に鋼板３ｍが埋設されており、従って、鋼板３ｍを電磁
加熱機などの加熱装置８により温度上昇させ、ホットメルト接着材７を溶かして乾式目地
材３Ｈの対向面を密着させることができるので、湿式シール材４を使用することなく、簡
易に目地部１０の止水性を確保することができる。特に、本実施形態では、乾式目地材３
Ｈの長手方向に沿って鋼板３ｍが埋設されているのでホットメルト接着材７を均一にむら
なく溶かすことができる。なお、乾式目地材３Ｈ内に埋設される熱伝導部材としては鋼板
３ｍに限定されず、乾式目地材３Ｈと相性がよく、更に、乾式目地材３Ｈよりも熱伝導率
が高い部材であればよい。
（第９実施形態）
【００８４】
　次に、図１１を参照して第９実施形態に係る目地部構造２Ｊについて説明する。なお、
第９実施形態に係る目地部構造２Ｊでは、第１－８実施形態に係る目地部構造２Ａ－２Ｈ
との相違点を中心に説明し、同様の要素や構造については同一の符号を付して詳細な説明
を省略する。
【００８５】
　外壁パネル１Ａの目地部１０となる側面部１１の垂直面１１ｂには、プライマー処理が
施されて下地層５が形成され、この下地層５に乾式目地材３Ｊが接着されている。乾式目
地材３Ｊは断面矩形の長尺部材であり、乾式目地材３Ｊは目地部１０の側面部１１のみな
らず、底面部１２にも当接している。
【００８６】
　また、乾式目地材３Ｊは、上記の各実施形態と同種の材料からなる。また、一対の乾式
目地材３Ｊの互いの対向面には、密着材（「接着手段」の一例）９が取り付けられている
。密着材９とは、いわゆる両面テープであり、基材の両面にアクリル接着剤、ネオプレン
粘着剤、ブチル粘着剤等の接着剤が塗布されている。密着材９の一方の面は、予め、乾式
目地材３Ｊの小口面１ａ、具体的には目地部１０の側面部１１（垂直面１１ｂ）に固着さ
れている。一方で、反対側となる密着面９ｂは容易に剥がせる剥離紙９ａで覆われている
。また、剥離紙９ａは接着剤に取り付けられた部分以外の余剰部分が折り返され、この余
剰部分を引っ張ることで簡単に剥離紙９ａを剥がせるようになっている。
【００８７】
　現場にて目地部構造２Ｊを形成する際には、密着材９の剥離紙９ａが対向するように、
一対の乾式目地材３Ｊ同士を配置し（図１１（ａ）参照）、剥離紙９ａを取り除いた後で
密着材９同士を押し付けて互いに密着し、その結果、一対の乾式目地材３Ｊ同士を接着す
る。なお、剥離紙９ａを取り除いた後という意味は、剥離紙９ａを剥がしながら密着材９
同士を互いに密着させる態様も含まれる。
【００８８】
　本実施形態によれば、上記の第１、第５の効果に対応する効果を期待できる。また、本
実施形態では、剥離紙９ａを除去して密着材９の密着面９ｂ同士を密着させ、その結果、
乾式目地材３Ｊ同士の接着が可能になるので、湿式シール材４を使用することなく簡易に
目地部１０の止水性を確保することができる。
【００８９】
　次に図１２、及び図１３を参照し、上記の各実施形態に係る目地部構造を適用した例に
ついて説明する。なお、以下の説明では、第１実施形態に係る目地部構造２Ａを適用した
例を代表して説明するが、他の実施形態に係る目地部構造２Ｂ－２Ｊも適宜に適用できる
。
【００９０】
　図１２は、縦方向の目地部（縦目地）１０Ａに横方向の目地部（横目地）１０Ｂが接続
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する部分の目地部構造を拡大して示す正面図である。図１２に示されるように、横目地１
０Ｂは、外壁パネル１Ａと開口サッシ枠（「外装パネル材」の一例）１Ｂとが上下で隣り
合って立設することで形成される。外壁パネル１Ａと開口サッシ枠１Ｂとは、互いの対向
配置によって横目地１０Ｂを形成する一対の小口面を有し、一対の小口面には、同材質の
一対の乾式目地材３Ａが夫々接着されており、一対の乾式目地材３Ａ同士は、湿式シール
材４により接着されている。
【００９１】
　また、横目地１０Ｂを形成する外壁パネル１Ａ及び開口サッシ枠の左側（図１２中の）
には、外壁パネル１Ａ及び開口サッシ枠に隣り合って立設された外壁パネル１Ａが配置さ
れている。外壁パネル１Ａ及び開口サッシ枠と左側の外壁パネル１Ａとは、互いの対向配
置によって縦目地１０Ａを形成する小口面を有し、一対の小口面には、同材質の一対の乾
式目地材３Ａが夫々接着されており、一対の乾式目地材３Ａ同士は、湿式シール材４によ
り接着されている。
【００９２】
　図１３は、縦目地１０Ａと横目地１０Ｂとが交差する部分の目地部構造を拡大して示す
正面図である。図１３に示されるように、縦目地１０Ａと横目地１０Ｂとは、上下左右で
隣り合って立設された三枚の外壁パネル１Ａ及び開口サッシ枠（「外装パネル材」の一例
）１Ｂが隣り合って立設することで形成される。外壁パネル１Ａと開口サッシ枠１Ｂとは
、互いの対向配置によって縦目地１０Ａ、及び横目地１０Ｂを形成する小口面１ａを有し
、各小口面には、同材質の一対の乾式目地材３Ａが夫々接着されており、一対の乾式目地
材３Ａ同士は、湿式シール材４により接着されている。
（第１０実施形態）
【００９３】
　次に、図１４を参照して第１０実施形態に係る目地部構造２Ｋについて説明する。なお
、第１０実施形態に係る目地部構造２Ｋでは、第１－９実施形態に係る目地部構造２Ａ－
２Ｊとの相違点を中心に説明し、同様の要素や構造については同一の符号を付して詳細な
説明を省略する。
【００９４】
　外壁パネル１Ａの目地部１０となる側面部１１の垂直面１１ｂには、工場において、プ
ライマー処理が施されて下地層５が形成され、この下地層５に乾式目地材３Ｋが接着され
ている。また、外壁パネル１Ａには、工場において、所定の表面塗装１５が施されている
。
【００９５】
　乾式目地材３Ｋは、例えば第１実施形態同様に、目地部１０の長手方向の寸法に合わせ
て形成された断面略Ｌ字状の長尺部材である。この乾式目地材３Ｋの色彩は、外壁パネル
１Ａに施された表面塗装と同系統色となっている。
【００９６】
　また、本実施形態では、現場施工にて乾式目地材３Ｋ同士の隙間Ｓから空間Ｓｐに向け
て湿式シール材１４が注入打設される。湿式シール材１４の充填により、互いに離間して
いる乾式目地材３Ｋ同士が接着されて一体となり、その結果、目地部１０の隙間が塞がれ
、止水性が確保される。湿式シール材１４の色彩は、外壁パネル１Ａに施された表面塗装
と同系統色となっている。
【００９７】
　本明細書において、同系統色とは、表面塗装１５、乾式目地材３Ｋ及び湿式シール材１
４に配色されたときに、外壁１００全体に一体感を与えることができる色差ΔＥの範囲と
なる色、模様等を意味し、本実施形態では、色差ΔＥが１３以下である場合をいい、より
好ましくは色差ΔＥが６以下である場合をいう。溝状に形成された目地部１０は外壁１０
０の他の部分に比べて光の当たり方が異なる場合があることから、色差ΔＥが１３以下で
あれば十分に一体感を与えることができるが、色差ΔＥが６以下である場合にはさらに一
体感を与えることができる。ここで、色差ΔＥとは、国際照明委員会（ＣＩＥ）の規格で
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あるＣＩＥ１９７６（（Ｌ＊, ａ＊, ｂ＊)色空間を基準とするものであり、以下の式（
１）に基いている（ＪＩＳＺ８７８１－４：２０１３）。この色差ΔＥは、いわゆる色差
計を用いて測定することができる。
　ΔＥ＝（（ΔＬ＊）２＋（Δａ＊）２＋（Δｂ＊）２）１／２・・・（１）
　なお、Ｌ＊は明度を示す指数であり、ａ＊及びｂ＊は色度（色相、彩度）を示す指数で
ある。また、ΔＬ＊は２色間におけるＬ＊の差であり、Δａ＊は２色間におけるａ＊の差
であり、Δｂ＊は２色間におけるｂ＊の差である。
【００９８】
　本実施形態では、表面塗装１５、乾式目地材３Ｋ及び湿式シール材１４の色彩が、多彩
模様となるように仕上げられている。ここで、多彩模様とは、多彩模様塗料の着色混合粒
の重なり合いが連続して形成された模様のことである。また、多彩模様塗料とは、数種の
色彩の異なった着色塗料を大小様々の形状の着色混合粒として互いに溶け合わない状態で
分散媒中に分散させた塗料のことである。このような多彩模様においては、局所的な色彩
に偏りが生じる場合があるため、例えば、色差計によって複数個所の測定を行って、その
平均値を色差ΔＥとしてもよい。
【００９９】
　乾式目地材３Ｋ及び湿式シール材１４は、いずれも有機化合物を材料とする主材に対し
て、この主材と同質または同材料の数種の色彩の異なる着色体が混入されることで製造さ
れる。材料は、例えばウレタン、アクリル、ポリサルファイド、シリコーン、変性シリコ
ーン等である。
【０１００】
　第１０実施形態では、乾式目地材３Ｋの色彩が、外壁パネル１Ａの表面塗装１５と同系
統色であるため、外壁１００全体に一体感を与えることができる。また、湿式シール材１
４の色彩が、外壁パネル１Ａの表面塗装１５と同系統色であるため、外壁１００全体にさ
らに一体感を与えることができる。また、表面塗装１５、乾式目地材３Ｋ及び湿式シール
材１４の色彩が多彩模様となっているので、単色である場合に比べて、表面塗装１５、乾
式目地材３Ｋ及び湿式シール材１４の境界が視認し難く、より一層、外壁１００全体に一
体感を与えることができる。また、外壁パネル１Ａに対する表面塗装１５は予め工場で行
われているため、外壁１００を全面塗装する場合に比べて工期を大幅に短縮することがで
きる。
【０１０１】
　また、図１５に示されるように、縦目地１０Ａに横目地１０Ｂが接続する部分において
は、他の目地部分に比べて湿式シール材１４が多く表面に露出する。しかし、本実施形態
では、表面塗装１５、乾式目地材３Ｋ及び湿式シール材１４が同系統色であるため、この
ような部分であっても、一体感を与えることができる。
（第１１実施形態）
【０１０２】
　次に、図１６を参照して第１１実施形態に係る目地部構造２Ｌについて説明する。なお
、第１１実施形態に係る目地部構造２Ｌでは、第１－１０実施形態に係る目地部構造２Ａ
－２Ｋとの相違点を中心に説明し、同様の要素や構造については同一の符号を付して詳細
な説明を省略する。
【０１０３】
　外壁パネル１Ａの目地部１０となる側面部１１の垂直面１１ｂには、工場において、プ
ライマー処理が施されて下地層５が形成され、この下地層５に乾式目地材３Ａが接着され
ている。また、外壁パネル１Ａ及び乾式目地材３Ａの表面には、工場において、表面塗装
１５が施されている。また、第１０実施形態と同様に、現場施工にて乾式目地材３Ａ同士
の隙間Ｓから空間Ｓｐに向けて、表面塗装１５と同系統色の湿式シール材１４が注入打設
されている。
【０１０４】
　第１１実施形態では、乾式目地材３Ａの表面に、外壁パネル１Ａの表面塗装１５と同系
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統色の表面塗装１５が施されているため、外壁１００全体に一体感を与えることができる
。また、湿式シール材１４の色彩が、表面塗装１５と同系統色であるため、外壁１００全
体にさらに一体感を与えることができる。また、第１０実施形態同様に、表面塗装１５及
び湿式シール材１４の色彩が多彩模様となっているので、より一層、一体感を与えること
ができる。また、外壁パネル１Ａに対する表面塗装１５は予め工場で行われているため、
外壁１００を全面塗装する場合に比べて工期を大幅に短縮することができる。
【０１０５】
　上記の第１０実施形態及び第１１実施形態では、表面塗装１５と同系統色の湿式シール
材１４が注入打設されている例を示したが、これに限定されず、湿式シール材１４に代え
て湿式シール材４を用いてもよい。
（第１２実施形態）
【０１０６】
　次に、図１７を参照して第１２実施形態に係る目地部構造２Ｍについて説明する。なお
、第１２実施形態に係る目地部構造２Ｍでは、第１－１１実施形態に係る目地部構造２Ａ
－２Ｌとの相違点を中心に説明し、同様の要素や構造については同一の符号を付して詳細
な説明を省略する。
【０１０７】
　外壁パネル１Ａの目地部１０となる側面部１１の垂直面１１ｂには、工場において、プ
ライマー処理が施されて下地層５が形成され、この下地層５に乾式目地材３Ａが接着され
ている。また、外壁パネル１Ａの表面には、工場において、表面塗装１５が施されている
。本実施形態では、現場施工にて、少なくとも乾式目地材３Ａの表面と、乾式目地材３Ａ
同士の隙間Ｓから露出する湿式シール材４とを覆うように、表面塗装１６が施される。表
面塗装１６は、表面塗装１５と同系統色であり、例えば表面塗装１５と同じ多彩模様塗料
である。
【０１０８】
　第１２実施形態では、乾式目地材３Ａ及び湿式シール材４の表面に、表面塗装１５と同
系統色の表面塗装１６が施されるため、外壁１００全体に一体感を与えることができる。
また、外壁パネル１Ａに対する表面塗装１５は予め工場で行われているため、現場施工に
おける表面塗装１６を少なくすることができる。これにより、外壁１００を全面塗装する
場合に比べて工期を大幅に短縮することができる。
（第１３実施形態）
【０１０９】
　次に、図１８を参照して第１３実施形態に係る目地部構造２Ｎについて説明する。なお
、第１３実施形態に係る目地部構造２Ｎでは、第１－１２実施形態に係る目地部構造２Ａ
－２Ｍとの相違点を中心に説明し、同様の要素や構造については同一の符号を付して詳細
な説明を省略する。
【０１１０】
　外壁パネル１Ａの目地部１０となる側面部１１の垂直面１１ｂには、工場において、プ
ライマー処理が施されて下地層５が形成され、この下地層５に乾式目地材３Ａが接着され
ている。また、外壁パネル１Ａの表面には、工場において、表面塗装１５が施されている
。本実施形態では、現場施工にて、少なくとも乾式目地材３Ａの表面と、乾式目地材３Ａ
同士の隙間Ｓから露出する湿式シール材４とを覆うように、表面塗装１５と同系統色の目
地パッチ１７がクリヤ塗料等の接着手段によって貼着される。目地パッチ１７は、例えば
、離型紙に表面塗装１５と同じ多彩模様塗料を吹付塗装して乾燥させたものを使用するこ
とができる。このような目地パッチ１７は、溶媒が揮発しても、塗料に含まれている造膜
助剤が残存しているため、優れた可撓性を備えている。目地パッチ１７は、硬化を防止す
るために、気密性のよいフィルムを用いた袋等に入れて長期間保存できるようされている
。
【０１１１】
　第１３実施形態では、乾式目地材３Ａ及び湿式シール材４の表面に、表面塗装１５と同
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系統色の目地パッチ１７が貼着されるため、外壁１００全体に一体感を与えることができ
る。また、外壁パネル１Ａに対する表面塗装１５は予め工場で行われているため、外壁１
００を全面塗装する場合に比べて工期を大幅に短縮することができる。
【０１１２】
　以上、本発明を実施形態に基づいて説明したが、本発明は上記の実施形態のみに限定さ
れない。例えば、上記の実施形態では外壁パネルとしてＡＬＣパネルを想定しているが、
ＡＬＣパネル以外のパネルでもよく、特に、乾式目地材との十分な接着性を確保できるの
であれば側端面のプライマー処理を省略することも可能である。
【符号の説明】
【０１１３】
　１Ａ…外壁パネル（外装パネル材）、１Ｂ…開口サッシ枠、１ａ…小口面（側端面）、
２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、２Ｄ、２Ｅ、２Ｆ、２Ｇ、２Ｈ、２Ｊ…目地部構造、３Ａ、３Ｃ、３
Ｄ、３Ｅ、３Ｆ、３Ｇ、３Ｈ、３Ｊ…乾式目地材、３ａ…側片、３ｂ…表片、３ｍ…鋼板
（熱伝導性部材）、４…湿式シール材（接着手段）、７…ホットメルト接着材（接着手段
）、９…密着材、９ｂ…密着面、１０…目地部、１０Ａ…縦目地、１０Ｂ…横目地、１１
…側面部、１２…底面部、１００…外壁、Ｓ…隙間、Ｄ…表片の裏側に充填された湿式シ
ール材の幅、ｄ…一方の乾式目地材の表片と他方の乾式目地材の表片との隙間に充填され
た湿式シール材の幅。
 

【図１】 【図２】
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